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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年４月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年４月９日 １８時１５分ごろ 

発生場所 高知県土佐清水市足摺
あしずり

岬東南東方沖 

 足摺岬灯台から真方位１１３°５,２７０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°４２.４′ 東経１３３°０４.３′） 

事故調査の経過  平成２４年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁獲物運搬船 第五十一住宝
すみほう

丸、２９８.３７トン 

   １２４０７９、住宝丸活魚運搬株式会社 

   ４９.９０ｍ×７.６０ｍ×３.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和５５年２月 

Ｂ 漁船 第十八司
つかさ

丸、１８トン 

   ＫＯ２－６５７６（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.７５ｍ（Lr）×４.０８ｍ×２.１８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４０４kＷ、平成１１年１１月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   四級海技士（航海）免状 

    免 許 年 月 日 平成１４年１２月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年８月３日 

    免状有効期間満了日 平成２４年１２月２３日 

  航海士Ａ１（次席一等航海士） 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海）免状 

    免 許 年 月 日 平成２２年１１月１６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１１月１５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録 日 平成１０年１１月６日 

    免許証交付日 平成２１年３月９日 

           （平成２６年３月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船尾左舷側のハンドレールに曲損、船尾左舷側の燃料の空気抜き

管に曲損 

Ｂ 船首端に亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａ１ほか３人が乗り組み、愛媛県宇和島

市内の５か所の養殖いけすを順次回って活魚を合計約２６ｔ積み込

み、航海士Ａ１が、平成２４年４月９日１６時５５分ごろ、土佐清水

市叶
かなえ

埼の南方沖約０.５海里（Ｍ）を通過したのち、足摺岬の南方沖

約０.５Ｍに向ける約０９７°の針路（真方位、以下同じ。）とし、機

関を回転数毎分（rpm）約５００として約９.７ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行した。 

 航海士Ａ１は、操舵室の左舷側に設置されたレーダー２台のうち、

中央寄りのレーダーを作動させ、６Ｍレンジとして見張りを行いなが

ら東進中、左舷船首５０°４Ｍ付近に約１７０～１８０°の針路で航

行しているＢ船を探知し、Ａ船とＢ船の進路が交差すると思い、レー

ダーを３Ｍレンジに切り換え、レーダー画面の端に映ってきたＢ船の

動静を監視した。 

 航海士Ａ１は、Ｂ船との距離が約３ＭとなったときにＢ船を目視で

認め、針路及び速力を保って航行していたところ、Ｂ船の方位が余り

変わらなかったので、Ｂ船との距離が約１Ｍとなった頃、Ａ船の存在

を知らせるために短音を５回鳴らして汽笛信号を行い、このままＢ船

がＡ船を避けずに接近して来た場合、どのように避けようかと考えな

がら航行した。 

 航海士Ａ１は、Ｂ船との距離が約０.５Ｍになったとき、手動操舵に

切り換え、２回目の短音を５回鳴らして汽笛信号を行うとともに、Ａ

船の船首付近を投光器で照らしたが、Ｂ船がＡ船の左舷正横至近に接

近し、Ｂ船を避けるために右舵一杯を取ったものの、１８時１５分ご

ろ、足摺岬灯台から１１３°５,２７０ｍ付近において、Ａ船が約１

０°右転した頃、Ａ船の船尾左舷側とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、機関員Ａから衝突したとの報告を受けて昇橋し、乗組員

にＡ船の損傷状況を調査するよう指示した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、まぐろはえなわ漁を行うた

め、船長Ｂが、土佐清水市以布利
い ぶ り

港での出港操船に続いて船橋当直に

就き、レーダーを０.７５Ｍレンジとして使用し、１７時５０分ごろ

土佐清水市窪津
く ぼ つ

埼南東方沖で約１７０°の針路として自動操舵により

約７.２knの速力で航行した。 

 船長Ｂは、１８時１０分ごろ、レーダー画面上に他船の映像がない

ことを確認したのち、操舵室階下の船員室へ気象ファクシミリで受信

した天気図を取りに行くこと、及び予備の電球を棚に収納しに行くこ

と、並びに後部甲板の作業場で漁の準備をしている甲板員３人に指導

を行うことのために操舵室を離れて無人とした。 
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 船長Ｂは、甲板員３人への指導を終えて船員室に入った際、機関長

から気象ファクシミリが紙詰まりしているので直してほしいと言わ

れ、詰まった紙を取り除いて昇橋しようとした頃に衝撃を感じ、急い

で昇橋して船首方を見たところ、Ａ船の船尾を認めた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況を調査して船首部に亀裂が生じているこ

とを確認し、船首部水面下の損傷の有無を確認するために出漁を取り

やめ、以布利港に帰港することとした。 

 船長Ａは、Ｂ船が漁港に入ったことをレーダーで確認したのち、目

的地に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻 １８時３４分ごろ 

 その他の事項  船長Ａは、ふだん、出港前や船橋当直交代時の申し送り事項として

船橋当直を行う航海士に対し、足摺岬付近では潮流が速いので、陸岸

に寄り過ぎないよう０.５Ｍ以上隔てて航行するように伝えていた。 

 航海士Ａ１は、毎年２～５月にかけて本事故発生場所付近を月に５

往復程度航行しており、過去にＡ船が他の小型漁船と進路が交差する

状況となって針路及び速力を保たなければならない立場となったと

き、他の小型漁船は、Ａ船の近くに接近してから避けたので、Ｂ船も

同じようにＡ船の近くで避けるものと思っていた。 

 Ａ船は、舷側に設けられた海水取入口から魚倉内に取り入れた海水

を循環させながら活魚を運搬しており、機関を４００rpm以下として

航行すると魚が死んでしまうので、航海士Ａ１は、当時の約５００rpm

から落とさなかった。 

 船長Ｂは、出港してから窪津埼を通過するまでの間、右舷側に定置

網が存在するので、ふだんからレーダーを０.７５Ｍレンジとして使

用し、窪津埼を通過して約１７０°に変針後、１.５Ｍレンジに切り

換えていたが、本事故当日は、レーダーのレンジを切り換えることを

忘れた。 

 船長Ｂは、操舵室を離れて後部甲板で甲板員を指導しているとき及

び船員室で気象ファクシミリの紙詰まりを直しているとき、汽笛は聞

こえなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、足摺岬西方沖を東進中、航海士Ａ１が、左舷前方から接近

するＢ船がＡ船の近くで避けるものと思い込み、針路及び速力を保っ

て航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、足摺岬東方沖を南進中、船長Ｂが、レーダーで周囲に他船
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がいないことを確認したのち、操舵室を離れて操船を行っていなかっ

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、レーダーを０.７５Ｍレンジで使用していたことから、

Ａ船の映像をレーダー画面で認めなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、足摺岬東南東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が南進

中、航海士Ａ１が、左舷前方から接近するＢ船がＡ船の近くで避ける

ものと思い込み、針路及び速力を保って航行し、また、船長Ｂが、

０.７５Ｍレンジで使用していたレーダーで周囲に他船がいないこと

を確認したのち、操舵室を離れて操船を行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、操舵室を離れる場合には操船できる者を配置するこ

と。 

 ・レーダーにより見張りを行う場合は、周囲の状況に適したレンジ

に切り換えて使用すること。 

 ・保持船は、避航船の動作だけでは衝突を避けることができない場

合には、衝突を避けるための最善の協力動作をとること。 

 

 




